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省庁別財務書類の概要

国会



国会の任務と組織等の概要

＜国会の任務＞
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成され、両議院とも全国民を

代表する選挙された議員で組織されています。衆議院議員の定数は465
人、参議院議員の定数は248人です。(令和6年度末現在)

各議員は「国会法」の定めにより、その職務の遂行を補佐する秘書2人を、
また、このほかに主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書
1人を付することができることとなっています。

各議院には、議院の活動を直接補佐し事務を処理するために事務局が
設置されており、また、議員の立法活動を補佐するために法制局が置か
れています。このほか、議員の研究調査を助けるために、国立国会図書
館が設置されています。

さらに国会には、裁判官の罷免の訴追を行う機関として裁判官訴追委員
会と、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための裁判官弾劾裁判所が
設置されており、訴追委員会は、両議院において、それぞれの議員の中か
ら選挙された各10人の訴追委員及び各5人の予備員によって、弾劾裁判
所は、両議院において、それぞれの議員の中から選挙された各7人の裁判
員及び各4人の予備員によって構成されています。
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＜組織図＞

2

事
務

局
法

制
局

(
1
,
6
2
4

人
)

(
8
8

人
)

事
務

総
長

法
制

局
長

調
査

局

(
3
1
2

人
)

事
務

次
長

調
査

局
長

法
制

次
長

総
括

調
整

監

秘
書

課
議

事
部

委
員

部
警

務
部

管
理

部
憲

政
記

念
館

情
報

監
視

審
査

会
事

　
　

務
　

　
局

専
門

員
(
調

査
室

長
)

 
(
常

任
委

員
会

)

法
制

企
画

調
 
整

 
部

第
一

部
第

二
部

第
三

部
第

四
部

第
五

部
法

案
審

査
部

法
制

主
幹

調
査

室
長

 
(
特

別
委

員
会

)

首
席

調
査

員
 
企

画
調

整
監

次
席

調
査

員

議
長

公
邸

議
　

事
　

課
総

　
務

　
課

警
　

務
　

課
管

　
理

　
課

資
料

管
理

課
総

　
務

　
課

総
　

務
　

課
内

閣
調

査
室

総
　

務
　

課
企

画
調

整
課

第
　

一
　

課
第

　
一

　
課

第
　

一
　

課
第

　
一

　
課

第
　

一
　

課
審

査
第

一
課

副
議

長
公

邸
議

　
案

　
課

議
院

運
営

課
会

議
録

ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ

管
理

室
警

　
備

　
課

議
員

会
館

課
議

員
外

交
支

援
室

調
査

部
門

総
務

調
査

室
調

査
情

報
課

基
本

法
制

課
第

　
二

　
課

第
　

二
　

課
第

　
二

　
課

第
　

二
　

課
第

　
二

　
課

審
査

第
二

課

請
　

願
　

課
第

　
一

　
課

調
　

整
　

課
自

動
車

課
法

務
調

査
室

総
　

務
　

課

資
　

料
　

課
第

　
二

　
課

防
　

災
　

課
印

　
刷

　
課

外
務

調
査

室
調

　
査

　
課

第
　

三
　

課
企

画
室

厚
　

生
　

課
財

務
金

融
調

査
室

第
　

四
　

課
業

　
務

　
課

文
部

科
学

調
査

室

第
　

五
　

課
厚

生
労

働
調

査
室

第
　

六
　

課
Ｐ

Ｆ
Ｉ

推
進

室
農

林
水

産
調

査
室

第
　

七
　

課
経

済
産

業
調

査
室

調
　

査
　

課
国

土
交

通
調

査
室

環
境

調
査

室

安
全

保
障

調
査

室

国
家

基
本

政
策

調
査

室

予
算

調
査

室

決
算

行
政

監
視

調
査

室

第
一

特
別

調
査

室

第
二

特
別

調
査

室

第
三

特
別

調
査

室

衆
 
議
 
院
 組

 織
 
図
 

令
和
6
年
度
末
予
算

定
員

衆
　
議
　
院

議
員

　
4
6
5
人

記
録

部
庶

務
部

国
際

部
憲

法
審

査
会

事
　

務
　

局

第
　

一
　

課
議

　
員

　
課

総
　

務
　

課

文
　

書
　

課

第
　

二
　

課
広

　
報

　
課

渉
　

外
　

課

第
　

三
　

課
人

　
事

　
課

国
際

会
議

課

第
　

四
　

課

会
　

計
　

課

営
　

繕
　

課

電
気

施
設

課

情
報

基
盤

整
 
備

 
室

部
長

館
長

副
部

長
副

部
長

副
部

長
副

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

副
部

長
副

部
長

部
長

事
務
局
長

事
務
局
次
長

副
部

長

副
部

長

事
務

局
長

部
長



3参
議
院
機
構
図

（
令
和

6
年

度
末
予

算
定

員
）

1

事
務

局
法

制
局

(2
66

)

事
務

次
長

法
制

次
長

秘
書

課

部
　

長
部

　
長

部
　

長
部

　
長

部
　

長
部

　
長

部
　

長
専

門
員

室
　

長
事

務
局

長
事

務
局
長

部
　

長
部

　
長

部
　

長
部

　
長

部
　

長
部

　
長

副
部

長
副

部
長

副
部

長
副

部
長

副
部

長
副

部
長

副
部

長
次

　
長

副
部

長

議
事

課
調

整
課

警
務

課
文

書
課

管
理

課
内

閣
第

一
特

別
総

務
課

総
務

課
第

一
課

第
一

課
第

一
課

第
一
課

第
一

課
総

務
課

総
務

第
二

特
別

　
外

交
防

衛

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
人

事
課

厚
生

労
働

第
二

課
農

林
水

産

会
計

課
企

画
室

経
済

産
業

第
三

課
　

国
土

交
通

第
六

課

第
七

課

電
　

気
施

設
課

第
八

課

自
動

車
課

行
政

監
視

業
務

室

営
繕

課

第
四

課
予

算

情
報

シ
ス

テ
ム

安
全

管
理

室
決

算

第
五

課

警
　

備
第

三
課

速
　

記
第

三
課

調
査

情
報

担
 
当

 
室

厚
生

課

財
政

金
融

環
境

議
員
会

館

監
 
理
 
室

第
一

課
警

　
備

第
二

課
清

水
谷

議
員
宿

舎

文
教

科
学

速
　

記
第

二
課

国
　

際
会

議
課

総
合

調
査

担
当

室

副
議

長
公

　
邸

速
　

記
第

一
課

国
　

際

企
画

室

法
　

令

監
理

課
請

願
課

　
議

員
課

第
二
課

第
二

課
第

二
課

第
二

課
第

二
課

第
三

特
別

基
 
本

法
制

課

議
案

課
議

　
院

運
営

課
警

　
備

第
一

課

広
報

課
麹

町
議

員
宿

舎

議
　

長
公

　
邸

記
　

録
企

画
課

国
　

際
交

流
課

企
画

調
整

･

国
家

基
本

政
策

委
・

委
員

長
室

･

庶
務

担
当

法
務

調
査

担
当

室
　

長

常
任

委
員
会

調
　

査
　
室

特
　

別
調

査
室

憲
法

審
査

会

事
　

務
　

局

情
報
監

視

審
 査

 
会

事
 務

 
局

基
本

法
制

監
理

部
第

一
部

首
　

席
調

査
員

首
　

席
調

査
員

事
務

局
次

　
長

議
事

部
委

員
部

記
録

部
警

務
部

庶
務

部
管

理
部

国
際

部
企

　
画

調
整

室
第

二
部

第
三

部
第

四
部

第
五

部
法 制 主 幹

1

(9
46

)
(7

5)

参
議

院
議

員
24

8 名

(1
,21

3)
(7

6)

法
制

局
長

事
務

総
長



4

国立国会図書館組織図 令和6年度末予算定員

総 務 課

企 画 課

人 事 課

厚 生 室

会 計 課

120 管 理 課

 国立国会図書館 支 部 図 書 館 ・ 協 力 課

895

館 長 1 総  合  調  査  室 調 査 企 画 課

副 館 長 1 連 携 協 力 室

国 会 レ フ ァ レ ン ス 課

199 議会官庁資料調査室 議 会 官 庁 資 料 課

憲 法 調査室 憲 法 課

政 治 議 会 調査室 政 治 議 会 課

行 政 法 務 調査室 行 政 法 務 課

外 交 防 衛 調査室 外 交 防 衛 課

財 政 金 融 調査室 財 政 金 融 課

経 済 産 業 調査室 経 済 産 業 課

農 林 環 境 調査室 農 林 環 境 課

国 土 交 通 調査室 国 土 交 通 課

文教科学技術調査室 文 教 科 学 技 術 課

科 学 技 術 室

社 会 労 働 調査室 社 会 労 働 課

海外立法情報調査室 海 外 立 法 情 報 課

国 会 分 館

収 集 ･ 書 誌 調 整 課

164 国 内 資 料 課

逐 次 刊 行 物 ・ 特 別 資 料 課

外 国 資 料 課

資 料 保 存 課

サ ー ビ ス 企 画 課

175 サ ー ビ ス 運 営 課

図 書 館 資 料 整 備 課

図 書 整 備 室

複 写 課

人 文 課

科 学 技 術 ・ 経 済 課

政 治 史 料 課

音 楽 映 像 資 料 課

電 子 情 報 企 画 課

73 資 料 デ ジ タ ル 化 推 進 室

次世代システム開発研究室

電 子 情 報 流 通 課

電 子 情 報 サ ー ビ ス 課

シ ス テ ム 基 盤 課

関 西 館 総 務 課

124 文 献 提 供 課

ア ジ ア 情 報 課

収 集 整 理 課

図 書 館 協 力 課

電 子 図 書 館 課

企 画 協 力 課

38 資 料 情 報 課

児 童 サ ー ビ ス 課

関 西 館

国際子ども図書館

調査及び立法考査局

利用者サービス部

収 集 書 誌 部

電 子 情 報 部

総 務 部

行政及び司法各部門支部図書館（27館）



（２）裁判官訴追委員会の組織及び定員

（令和6年度末予算定員）

訴追委員　20人
予備員　　10人

裁判官訴追委員会
事 務 局 事務局長

11人

総務・事案課

調 査 員

事務局次長

裁判官弾劾裁判所組織図

(令和６年度末予算定員）

裁判員　　 14人 裁判官弾劾裁判所
予備員       8人 事 務 局

(11)

総 務 課

事務局長

訟 務 課
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省庁別財務書類とは

・ 単位未満切り捨てのため、合計額が一致しない
ことがあります。

・ 単位未満の計数がある場合には「0」で表示し、
該当計数が皆無の場合には「－」で表示してい
ます。

貸借対照表（令和6年度末） (単位：十億円)

業務費用計算書（令和6年度）

(単位：十億円)

6

省庁別財務書類は、国会所管のこれまでの予算執行の結果である資産や負債などのストックの状況、

当該年度の費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧でわかりやすく開示する観点から

企業会計の考え方及び手法（発生主義、複式簿記）を参考として、平成14年度決算分より作成・公表し

ているものです。なお、国会所管の省庁別財務書類においては、平成24年度以降は、一般会計及び特

別会計（東日本大震災復興特別会計）を合算して作成していましたが、平成28年度以降は合算すべき特

別会計がないため、一般会計のみを基に作成しています。また、ここでは、「貸借対照表」と「業

務費用計算書」を中心に説明していますが、省庁別財務書類においては、このほか、資産・負債

差額の増減を要因別に表している「資産・負債差額増減計算書」、財政資金の流れを決算を組み

替えて区分別に明らかにしている「区分別収支計算書」、さらに各計算書の附属明細書も作成し

ています。詳細については、別途公開している「省庁別財務書類」を御参照下さい。

前年度 6年度末

36 37

6 6

2 3

14 14

15 15

20 21

0 0

庁費等 28 29

その他の経費 1 1

減価償却費 6 6

貸倒引当金繰入額 0 0

支払利息 0 0

資産処分損益 0 0

費用合計 133 137

議員秘書経費

分担金等

人件費

賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

議員歳費

議員活動費

前年度末 6年度末 前年度末 6年度末

- 0 未払金 5 4

0 0 保管金等 - 0

0 0 賞与引当金 6 6

退職給付引当金

＜ 資産・負債差額の部 ＞

資産・負債差額 1,194 1,309

1,248 1,363 負債及び資産・負債差額合計 1,248 1,363資産合計

有形固定資産

現金・預金

＜ 資産の部 ＞ ＜ 負債の部 ＞

1,359 42421,245

未収金

前払費用

国有財産（公共用財産除く）

物品

1,244

1

53

3

負債合計

無形固定資産 3

54

1

1,358



資 産

ストックの状況 （貸借対照表）

・主な資産は有形固定資産であり、約1兆3,600億円と金額も大きく資産総額のほぼ全てを占めています。

このうち、土地が約1兆2,610億円となっており、資産全体の約9割を占めています。

・主な増減要因等は、国会議事堂に係る土地の国有財産台帳の価格改定に伴う評価額の増加等による、

土地の増加（対前年度末比＋1,192億円）となっています。

(単位：億円)

5年度末 1兆2,488億円、6年度末 1兆3,635億円 （対前年度比＋1,147億円）

・現金・預金：日本銀行預金を計上

・未収金：返納金債権を計上

・前払費用：自賠責保険料について次期以降に係る保険料部分を計上

・有形固定資産：土地等の国有財産の国有財産台帳価格を計上

・無形固定資産：電話加入権については取得価格、ソフトウェアについては取得に要した費用から減価

償却費相当額を控除した後の価額､ソフトウェア仮勘定については年度末時点で制作

中のシステムに係る設計・開発費を計上
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負 債

・主な負債は、退職手当に係る引当金であり、約400億円と負債全体の約7割を占めています。

・主な増減要因等は、ＰＦＩ事業に係る未払金の減少（対前年度末比▲6億円）となっています。

(単位：億円)

5年度末 542億円、6年度末 538億円（対前年度比▲4億円）

・未払金： 児童手当、公務災害補償費及びＰＦＩ事業に係る未払額を計上

・保管金等：年度末における歳入歳出外現金出納官吏が取り扱う契約保証金を計上

・賞与引当金：6月支給の期末手当･勤勉手当に係る本会計年度分を計上

・退職給付引当金：退職手当のほか、遺族補償年金及び整理資源に係る引当金を計上
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費 用 （業務費用計算書）

フローの状況

(単位：億円)

5年度 1,331億円、6年度 1,371億円（対前年度比＋40億円）

・業務費用計算書は、事業コスト等の経費を国の予算・決算の科目に対応した形態別に表示している計算書です。

・費用のうち、人件費が約380億円と費用合計額の約3割を占めています。

・主な増減要因等は、議員秘書経費の増加（対前年度比＋14億円）となっています。

・人件費： 決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員に係るもの及び国家公務員共済組合

負担金、基礎年金等国家公務員共済組合負担金、育児休業手当金国家公務員共済組合負担金

の支出済歳出額について、引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上

・庁費等： 決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目で計上されてい

ないものであって資産計上されていないものを計上

・減価償却費：有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上
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